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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路内を昇降するかごと、
　昇降路内を前記かごとは反対方向に昇降するつり合いおもりと、
　昇降路内に立設され、前記つり合いおもりの昇降を案内するつり合いおもり用ガイドレ
ールと、
　前記かごの上部に設けられ、通常の運転時は折り畳まれ、かご上作業時には組み立てら
れる組み立て式のかご上安全手摺と、
　前記かご上安全手摺に設けられ、前記かご上安全手摺が折り畳まれている時は通常運転
を可能としかつかご上運転を不可とし、前記かご上安全手摺が組み立てられた時は通常運
転を不可とし点検作業時のかご上運転を可能とする手摺組み立て確認手段と、
　前記かご上安全手摺の前記つり合いおもり側の手摺に設けられ、前記かご上安全手摺が
折り畳まれている時はスイッチ開閉用操作部が前記つり合いおもり側に突出せず、前記か
ご上安全手摺が組み立てられた時はスイッチ開閉用操作部が前記つり合いおもり側に突出
するかご上安全スイッチと、
　前記かごとつり合いおもりが擦れ違う昇降路の中間点付近の前記つり合いおもり用ガイ
ドレールに前記かご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部と対向するように設けられた
少なくとも１個のつり合いおもり接近検出用カムと、
　前記手摺組み立て確認手段及びかご上安全スイッチと直列に接続され、前記かごとつり
合いおもりが接近した時、かご上作業員に対して警報音を発生する警報音発生装置とを備
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え、
　前記かごの上昇運転時、上昇中のかごに下降中のつり合いおもりが接近して、前記かご
上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部が前記少なくとも１個のつり合いおもり接近検出
用カムを踏むと、前記警報音発生装置が警報音を鳴らすようにしたことを特徴とするエレ
ベータかご上作業時の安全装置。
【請求項２】
　昇降路内を昇降するかごと、
　昇降路内を前記かごとは反対方向に昇降するつり合いおもりと、
　昇降路内に立設され、前記つり合いおもりの昇降を案内するつり合いおもり用ガイドレ
ールと、
　前記かごの上部に設けられ、通常の運転時は折り畳まれ、かご上作業時には組み立てら
れる組み立て式のかご上安全手摺と、
　前記かご上安全手摺に設けられ、前記かご上安全手摺が折り畳まれている時は通常運転
を可能としかつかご上運転を不可とし、前記かご上安全手摺が組み立てられた時は通常運
転を不可とし点検作業時のかご上運転を可能とする手摺組み立て確認手段と、
　前記かご上安全手摺の前記つり合いおもり側の手摺に設けられ、前記かご上安全手摺が
折り畳まれている時はスイッチ開閉用操作部が前記つり合いおもり側に突出せず、前記か
ご上安全手摺が組み立てられた時はスイッチ開閉用操作部が前記つり合いおもり側に突出
するかご上安全スイッチと、
　前記かごとつり合いおもりが擦れ違う昇降路の中間点付近の前記つり合いおもり用ガイ
ドレールの上下２箇所に前記かご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部と対向するよう
に設けられた上部つり合いおもり接近検出用カム及び下部つり合いおもり接近検出用カム
と、
　前記手摺組み立て確認手段及びかご上安全スイッチと直列に接続され、前記かごとつり
合いおもりが接近した時、かご上作業員に対して警報音を発生する警報音発生装置とを備
え、
　前記かごの上昇運転時、上昇中のかごに下降中のつり合いおもりが接近して、前記かご
上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部が前記下部つり合いおもり接近検出用カムを踏む
と、前記警報音発生装置が警報音を鳴らし、上昇中のかごと下降中のつり合いおもりが擦
れ違った後に離れて、前記かご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部が前記上部つり合
いおもり接近検出用カムを踏むと、前記警報音発生装置が警報音を止め、一方、前記かご
の下降運転時、下降中のかごに上昇中のつり合いおもりが接近して、前記かご上安全スイ
ッチのスイッチ開閉用操作部が前記上部つり合いおもり接近検出用カムを踏むと、前記警
報音発生装置が警報音を鳴らし、下降中のかごと上昇中のつり合いおもりが擦れ違った後
に離れて、前記かご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部が前記下部つり合いおもり接
近検出用カムを踏むと、前記警報音発生装置が警報音を止めるようにしたことを特徴とす
るエレベータかご上作業時の安全装置。
【請求項３】
　かごとつり合いおもりが擦れ違う昇降路の中間点付近のつり合いおもり用ガイドレール
に設けられた少なくとも１個又は上部及び下部つり合いおもり接近検出用カムと同じ位置
に、つり合いおもり注意ラベルを貼付したことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の
エレベータかご上作業時の安全装置。
【請求項４】
　かごとつり合いおもりが擦れ違う昇降路の中間点付近のつり合いおもり用ガイドレール
に設けられたつり合いおもり接近検出用カムは、貼付されたつり合いおもり注意ラベルの
手前側又は奥側に取り付けたことを特徴とする請求項３記載のエレベータかご上作業時の
安全装置。
【請求項５】
　つり合いおもりをかごの後ろ側に配置し、かご上安全スイッチをかご上安全手摺の奥側
の手摺に設けたことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のエレベータ
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かご上作業時の安全装置。
【請求項６】
　つり合いおもりをかごの左右両側又は左右両側のいずれか一方の側に配置し、かご上安
全スイッチをかご上安全手摺の左右両側の手摺又は左右両側の手摺のいずれか一方に設け
たことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のエレベータかご上作業時
の安全装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、かごとつり合いおもりが擦れ違う際にかご上作業員の安全を確保できるよ
うにしたエレベータかご上作業時の安全装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、機械室レスエレベータのかご上作業時、かごとつり合いおもりが擦れ違う際にか
ご上作業員がつり合いおもりと接触しないようにするため、種々の対策が施されている。
例えば、つり合いおもり用ガイドレールにつり合いおもり注意ラベルを貼り付けておき、
かご上作業員がつり合いおもり注意ラベルを視覚により確認しながら作業するようにして
いる。しかし、かご上作業員の視覚に頼ったものであると、見逃してしまう可能性がある
。
【０００３】
　また、従来技術として、かごの上部の所定範囲からかご上作業員の身体が昇降路側には
み出たことを検出する検出手段が作動すると、かごを停止させるようにしたエレベータか
ご上運転時の安全装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。また、他の従来技術
として、カウンタウエイトの下端部に、障害物との接触により上下方向に変位ないしは移
動できる検知板を設け、その検知板の変位（移動）を検知するセンサを設け、何らかの障
害物がカウンタウエイトに接触する前に、エレベータを停止あるいは減速するようにした
エレベータが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－２８６９５２号公報
【特許文献２】特開平１１－３３５０１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のものは、かご上作業員がはみ出たことを検出してから、かごを停止
させているので、反応が遅れた場合や、これからはみ出そうとする場合は、間に合わずに
接触することが危惧される。また、特許文献２に記載のものは、カウンタウエイトの下端
部に設けた検知板と障害物との接触を前提としてかごを停止させているので、かごがカウ
ンタウエイトに接触する前に停止できたとしても、かごが停止する直前にかご上作業員が
カウンタウエイトの下端部と接触してしまうことが考えられる。
【０００６】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、組み立て式のかご上
安全手摺に設けたスイッチが、つり合いおもりガイドレールの所定位置に設けたつり合い
おもり接近検出用カムを踏むと、警報音を鳴らすようにしたエレベータかご上作業時の安
全装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係るエレベータかご上作業時の安全装置においては、昇降路内を昇降するか
ごと、昇降路内をかごとは反対方向に昇降するつり合いおもりと、昇降路内に立設され、
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つり合いおもりの昇降を案内するつり合いおもり用ガイドレールと、かごの上部に設けら
れ、通常の運転時は折り畳まれ、かご上作業時には組み立てられる組み立て式のかご上安
全手摺と、かご上安全手摺に設けられ、かご上安全手摺が折り畳まれている時は通常運転
を可能としかつかご上運転を不可とし、かご上安全手摺が組み立てられた時は通常運転を
不可とし点検作業時のかご上運転を可能とする手摺組み立て確認手段と、かご上安全手摺
のつり合いおもり側の手摺に設けられ、かご上安全手摺が折り畳まれている時はスイッチ
開閉用操作部がつり合いおもり側に突出せず、かご上安全手摺が組み立てられた時はスイ
ッチ開閉用操作部がつり合いおもり側に突出するかご上安全スイッチと、かごとつり合い
おもりが擦れ違う昇降路の中間点付近のつり合いおもり用ガイドレールにかご上安全スイ
ッチのスイッチ開閉用操作部と対向するように設けられた少なくとも１個のつり合いおも
り接近検出用カムと、手摺組み立て確認手段及びかご上安全スイッチと直列に接続され、
かごとつり合いおもりが接近した時、かご上作業員に対して警報音を発生する警報音発生
装置とを備え、かごの上昇運転時、上昇中のかごに下降中のつり合いおもりが接近して、
かご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部が少なくとも１個のつり合いおもり接近検出
用カムを踏むと、警報音発生装置が警報音を鳴らすようにしたものである。
【０００８】
　また、かごとつり合いおもりが擦れ違う昇降路の中間点付近のつり合いおもり用ガイド
レールの上下２箇所にかご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部と対向するように設け
られた上部つり合いおもり接近検出用カム及び下部つり合いおもり接近検出用カムを備え
、かごの上昇運転時、上昇中のかごに下降中のつり合いおもりが接近して、かご上安全ス
イッチのスイッチ開閉用操作部が下部つり合いおもり接近検出用カムを踏むと、警報音発
生装置が警報音を鳴らし、上昇中のかごと下降中のつり合いおもりが擦れ違った後に離れ
て、かご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部が上部つり合いおもり接近検出用カムを
踏むと、警報音発生装置が警報音を止め、一方、かごの下降運転時、下降中のかごに上昇
中のつり合いおもりが接近して、かご上安全スイッチのスイッチ開閉用操作部が上部つり
合いおもり接近検出用カムを踏むと、警報音発生装置が警報音を鳴らし、下降中のかごと
上昇中のつり合いおもりが擦れ違った後に離れて、かご上安全スイッチのスイッチ開閉用
操作部が下部つり合いおもり接近検出用カムを踏むと、警報音発生装置が警報音を止める
ようにしたものである。
【０００９】
　また、かごとつり合いおもりが擦れ違う昇降路の中間点付近のつり合いおもり用ガイド
レールに設けられた少なくとも１個又は上部及び下部つり合いおもり接近検出用カムと同
じ位置に、つり合いおもり注意ラベルを貼付したものである。
【００１０】
　また、かごとつり合いおもりが擦れ違う昇降路の中間点付近のつり合いおもり用ガイド
レールに設けられたつり合いおもり接近検出用カムは、貼付されたつり合いおもり注意ラ
ベルの手前側又は奥側に取り付けたものである。
【００１１】
　また、つり合いおもりをかごの後ろ側に配置し、かご上安全スイッチをかご上安全手摺
の奥側の手摺に設けたものである。
【００１２】
　また、つり合いおもりをかごの左右両側又は左右両側のいずれか一方の側に配置し、か
ご上安全スイッチをかご上安全手摺の左右両側の手摺又は左右両側の手摺のいずれか一方
に設けたものである。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、かごとつり合いおもりが擦れ違う際、組み立て式のかご上安全手摺
に設けたスイッチが、つり合いおもりガイドレールの所定位置に設けたつり合いおもり接
近検出用カムを踏むと、警報音を鳴らすようにしたので、かご上作業員の安全を確保する
ことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の実施例１におけるエレベータかご上作業時の安全装置を示す昇降路の
縦断面図である。
【図２】この発明の実施例１におけるエレベータかご上作業時の安全装置のかご上安全手
摺を折り畳んだ状態を示す自動運転時の要部斜視図である。
【図３】この発明の実施例１におけるエレベータかご上作業時の安全装置のかご上安全手
摺を組み立てた状態を示す点検作業時の要部斜視図である。
【図４】この発明の実施例１におけるエレベータかご上作業時の安全装置のかごとつり合
いおもりとの関係を示す要部側面図である。
【図５】この発明の実施例１におけるエレベータかご上作業時の安全装置の要部構成を示
す電気回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
実施例１.
　図１はこの発明の実施例１におけるエレベータかご上作業時の安全装置を示す昇降路の
縦断面図、図２はかご上安全手摺を折り畳んだ状態を示す自動運転時の要部斜視図、図３
はかご上安全手摺を組み立てた状態を示す点検作業時の要部斜視図、図４はエレベータか
ご上作業時の安全装置のかごとつり合いおもりとの関係を示す要部側面図、図５はエレベ
ータかご上作業時の安全装置の要部構成を示す電気回路図である。
【００１６】
　図において、１は昇降路、２は昇降路１内を昇降するエレベータのかご、３は昇降路１
内をかご２とは反対方向に昇降するつり合いおもりで、かご２の後ろ側に配置されている
場合を示す。４は昇降路１内の上部に設置された機械室レスエレベータの巻上機、５は巻
上機４に巻き掛けられた主索で、両端部にかご２及びつり合いおもり３が接続されて昇降
路１内に吊り下げられている。６はかご２の上部に設置された組み立て式のかご上安全手
摺で、かご上作業時における作業員の安全確保を目的として組み立てられるものであり、
左右両側の手摺６ａ、６ｂと、奥側の手摺６ｃとから構成されている。すなわち、かご上
安全手摺６は、通常の全自動運転時は、図２に示すように、折り畳まれた状態にあるが、
点検作業時には、作業員がかご上に乗り込み、図３に示すように、左右両側の手摺６ａ、
６ｂを起立させた後、奥側（つり合いおもり側）の手摺６ｃを起立させ、左右両側の手摺
６ａ、６ｂと蝶ネジ等で固定することにより、組み立てられた状態となる。このかご上安
全手摺６には、手摺組み立て確認スイッチ７が設けられており、かご上安全手摺６が折り
畳まれている時（図２参照）は、手摺組み立て確認スイッチ７はＯＦＦとなり、通常の全
自動運転が可能となる。また、かご上安全手摺６が組み立てられた時（図３参照）は、手
摺組み立て確認スイッチ７はＯＮとなり、点検作業時のかご上運転が可能となる。８はか
ご上安全手摺６の奥側（つり合いおもり側）の手摺６ｃに設けられたかご上安全スイッチ
で、スイッチ開閉用操作レバー８ａが突設されている。このかご上安全スイッチ８は、か
ご上安全手摺６が折り畳まれた全自動運転時は絶対につり合いおもり３側に突出せず、か
ご上安全手摺６が組み立てられたかご上での点検作業時のみ、スイッチ開閉用操作レバー
８ａがつり合いおもり側に突出するように構成されている。９はかご上安全スイッチ８の
内部等に設けられたブザー等の警報音発生装置で、スイッチがＯＮの時に警報音が鳴り、
スイッチがＯＦＦの時に警報音が鳴り止む。警報音発生装置９は、かご上作業員が聞こえ
る場所であれば何処に設けてもよい。なお、手摺組み立て確認スイッチ７、かご上安全ス
イッチ８及び警報音発生装置９は、図５に示すように、電気的に直列に接続されている。
１０は昇降路１に立設されたつり合いおもり用ガイドレールで、つり合いおもり３が案内
されて昇降する。１１ａ、１１ｂはつり合いおもり３とかご２が擦れ違う昇降路１の中間
点付近のつり合いおもり用ガイドレール１０の上下２箇所の位置に取り付けられた上部つ
り合いおもり接近検出用カム及び下部つり合いおもり接近検出用カムで、昇降中のつり合
いおもり３が昇降中のかご２に上方又は下方から接近中であることを知らせるために設け
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られている。これにより、点検作業時、手摺組み立て確認スイッチ７がＯＮとなり、かご
２が上昇運転の場合は、上昇中のかご２に下降中のつり合いおもり３が接近して、上記か
ご上安全スイッチ８のスイッチ開閉用操作レバー８ａが下部つり合いおもり接近検出用カ
ム１１ｂを踏む（乗り上げる）と、かご上安全スイッチ８がＯＮとなり、上記警報音発生
装置９が警報音を鳴らし、万一作業員がかご上からつり合いおもり３側に身体を乗り出し
ていたとしても、十分退避できるよう時間的な余裕を持たせるようにしている。また警報
音が鳴っているので、これから身体をはみ出そうとすることもない。更に上昇中のかご２
と下降中のつり合いおもり３が擦れ違った後に離れて、上記かご上安全スイッチ８のスイ
ッチ開閉用操作レバー８ａが上部つり合いおもり接近検出用カム１１ａを踏む（乗り上げ
る）と、かご上安全スイッチ８がＯＦＦとなり、上記警報音発生装置９が警報音を止める
。この警報音は、つり合いおもり３がかご２に近付くに従って次第に大きくなるようにし
ても良いし、つり合いおもり３とかご２が擦れ違う時に最大音量となるようにしても良い
。なお、つり合いおもり３とかご２が擦れ違う昇降路１の中間点付近のつり合いおもり用
ガイドレール１０の上下２箇所の略同じ位置に上部つり合いおもり接近検出用カム１１ａ
、下部つり合いおもり接近検出用カム１１ｂとは別につり合いおもり注意ラベル（図示せ
ず）を貼付しても良い。また、上部つり合いおもり接近検出用カム１１ａ及び下部つり合
いおもり接近検出用カム１１ｂは、つり合いおもり注意ラベル（図示せず）の手前側又は
奥側に位置するようにつり合いおもり用ガイドレール１０に取り付けても良い。
　また、エレベータのかご上作業時で最も注意すべき点は、かご２の上昇運転中に下降中
のつり合いおもり３と擦れ違う場所である。したがって、つり合いおもり３とかご２が擦
れ違う昇降路１の中間点付近のつり合いおもり用ガイドレール１０に少なくとも下部つり
合いおもり接近検出用カム１１ｂを１個だけ取り付けたものであっても良い。
【００１７】
実施例２.
　上記実施例１では、つり合いおもり３がかご２の後側に配置された場合であって、かご
上安全スイッチ８をかご上安全手摺６の奥側（つり合いおもり側）の手摺６ｃに設けた場
合について説明したが、つり合いおもり３がかご２の左右両側又は左右両側のいずれか一
方の側に配置されている場合には、かご上安全スイッチ８をかご上安全手摺６の左右両側
の手摺６ａ、６ｂ又は左右両側の手摺６ａ、６ｂのいずれか一方に設ければ良い。
【符号の説明】
【００１８】
１　昇降路、　２　かご、　３　つり合いおもり、　４　巻上機、　５　主索、　６　か
ご上安全手摺、　６ａ、６ｂ　左右両側の手摺、　６ｃ　奥側の手摺、　７　手摺組み立
て確認スイッチ、　８　かご上安全スイッチ、　８ａ　スイッチ開閉用操作レバー、　９
　警報音発生装置（ブザー）、　１０　つり合いおもり用ガイドレール、　１１ａ　上部
つり合いおもり接近検出用カム、１１ｂ　下部つり合いおもり接近検出用カム。
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